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高度衛生管理基本計画変更書 

 

１ 変更理由 

変更理由  

塩釜地区は、宮城県のほぼ中央に位置し、古くから港町として栄え、多くの県外船が水揚げに利

用する水産物の生産・流通の拠点を担ってきた。特に、生鮮マグロ類の取扱技術や実績の蓄積によ

り、生鮮マグロ類の水揚基地として全国的に知られ、日本有数の水揚港となっている。 

近年、消費者の水産物の安全・安心への関心の高まりとともに、流通全体の衛生管理対策が望ま

れてきていることから、平成24年に塩釜地区高度衛生管理基本計画を策定し、魚市場荷さばき施設

を対象範囲とした施設の整備を進め、平成29年10月に閉鎖型荷さばき施設の供用を開始し高度衛生

管理対策に取り組んでいるところである。 

当該地区は、塩釜圏域の流通拠点漁港として、水産業の復興に向け、岸壁等の災害復旧事業と連

携を図りながら荷さばき所等の高度衛生管理体制の構築を推進してきたところであるが、水産加工

の原材料及び輸出向けの冷凍製品として需要が増大しているさば等の青物魚種の取扱量の増加に対

応するため、冷凍冷蔵施設（新設）１式を追加し、陸揚げから出荷・保蔵までの一連の更なる高度

衛生管理体制を構築し、水産物の品質向上と輸出促進を目指す。 

なお、これに伴う変更は、水産物集出荷機能集約・強化対策事業実施要領（平成31 年３月27 日

付け30 水港第2382 号水産庁長官通知）第３の４（２）ア及びイに規定する基本方針に係る変更に

該当するため、基本計画を変更するものである。 
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２ 地域名 

塩釜地区 

 

３ 地域の現況 

都道府県名 宮城県 関係市町村名 塩竈市 

地域の特徴  

塩釜地区は、宮城県のほぼ中央、仙台市より北東へ16㎞、日本三景松島湾の一部千賀の浦周辺に位置

し、奥州一ノ宮鹽竈神社の門前町として、また港町として栄え、古くは陸奥の国府多賀城への荷揚港、

藩政治代には伊達藩の港、また、近代は近海・遠洋漁業の基地として発展してきた。昭和35年には、水

産業の振興上特に重要な漁港として特定第三種漁港の指定を受け、昭和40年には、その背後に現存の塩

竈市魚市場が整備され、多くの県外船が水揚げに利用する全国的な水産物の生産･流通の拠点を担って

きた。 

当該地域の前面に広がる三陸沖漁場には、栄養豊富な親潮と温暖な黒潮が交差し、豊かな漁場を形成

しており、ここに集まるイワシやサンマ等を狙って、マグロ類が回遊してくる。そのため、高知、大

分、宮崎等からも多数のマグロ延縄船や旋網船が漁獲に来ており、漁場近くの塩釜漁港へ長年にわたっ

て水揚げが行われてきた。そこで培われた生鮮マグロ類の取扱技術や実績の蓄積により、塩釜漁港は生

鮮マグロ類の水揚基地として全国的に知られ、日本有数の水揚港となっている。なお、秋口から初冬に

かけて、延縄漁船により水揚げされる生鮮メバチマグロは、「鮮度」「色ツヤ」「旨味」に優れ、一部

を「三陸塩竈ひがしもの」としてブランド化し、全国へ販路拡大を図っている。また、現在、マグロ延

縄漁業、マグロ・カツオ旋網漁業による水揚量は、当市場全体の水揚量の約４割を占めている。 

水産業の役割  

塩釜地区では、延縄漁業や旋網漁業、カレイ類等の刺網漁業等の漁船漁業及びノリ、カキ、コンブ等の浅

海養殖業が盛んに行われており、それらの水揚げに伴って、廻船問屋業、製氷業、製函業、輸送業、冷凍及

び冷蔵施設保管業、水産物小売業などの水産関連産業が集積している。 

さらに、塩釜漁港に集まる水産物を取り扱う加工業については、以前に比べ、加工場の数は減少したもの

の、平成 31 年現在 88 社が立地し、練り製品をはじめとして水産物切り身品を含む冷凍水産物、塩蔵品等

を製造している。 

このように、塩釜漁港を中心に年間約 1 万トンの水産物の水揚げがなされ、加えて約５千トンもの水産

物が陸上搬送される塩釜地区においては、水産業は地域の基幹産業として重要な役割を担っている。

なお塩竈市における最上位の行政計画である「第５次塩竈市長期総合計画（H23～H32）」では、「活力

ある産業のまちづくり」を目指し、その主要施策として「水産業の活性化」を掲げており、当該地区におけるま

ちづくりにおいても、魚市場や加工業を含めた水産業の果たす役割は重要な位置づけとなっている。 

さらに、人口 100 万人を抱える仙台市や日本三景の１つであり県内有数の観光地である松島に隣接して

いる塩釜地区では、マグロをはじめとした「魚のまち」として、水産業が集客力をもつ大きな観光資源の１

つとなっている。 
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（関係漁港） 

漁港名： 塩釜漁港 種別： 特定第３種 所在地： 宮城県 塩竈市 

属地陸揚量： 15,327 ﾄﾝ 属人漁獲量： 2,101 ﾄﾝ 属地陸揚金額： 7,038 百万円 

登録漁船数： 215 隻 利用漁船数： 425 隻 ※H29 港勢データ 

（関係市場） 

市場名： 塩竈市魚市場 市場取扱量： 22,557ﾄﾝ 市場取扱金額： 10,735百万円 

４ 高度衛生管理の基本方針等 

１）高度衛生管理の必要性  

全国的な生産・流通の拠点として、全国への水産物供給を担う塩釜漁港においては、近年の安全

で安心な水産物を求める消費者ニーズへ対応が求められているとともに、高度な衛生管理の取り組

みを基礎とした水産物の付加価値化、ブランド力の強化及び新たな販路開拓等による当該地区の水

産業の活性化に資するものとして、塩釜漁港の高度衛生管理の推進が必要とされている。 

また、塩釜漁港背後に立地する昭和40年に建設された塩竈市魚市場は老朽化及び水産物の取扱量

の変化が著しく、適正規模による更新時期を迎えていた中で、先般の東日本大震災により大きな損

傷を受けたことから、早急な漁港機能の回復を図るべく、被災した漁港施設の復旧事業を進めてき

たところである。加えて、荷さばき所及び冷凍冷蔵施設を一体的に整備することにより、陸揚げか

ら出荷・保蔵までの一連の高度衛生管理体制が構築され、漁獲物の品質・衛生管理の強化を図り、

漁獲物の付加価値の向上を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（塩釜漁港（写真中央：塩竈市魚市場）平成１６年撮影） 

高度衛生管理エリア 
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２)高度衛生管理の方策 

水産物の取扱いに際し、陸揚げから荷さばき、出荷に至る各工程における危害要因に対し、ハー

ド及びソフト対策による一連の衛生管理対策を講じることとし、さらには、取り組みの持続性を確

保するための定期的な調査・点検の実施及び記録、さらには、それらの情報提供の要請に対応でき

る体制を構築する。 

なお、荷さばき所については平成29年10月に供用開始したことから、衛生管理の点検の実施及び

記録といったソフト対策の推進を進めていく。 

 

３) 高度衛生管理の対象水産物と対象エリア 

塩釜地区で取り扱われる水産物は、大きくは、①塩竈市魚市場で取り扱われる水産物、②加工原

魚、③浅海養殖生産物であり、本衛生管理計画での対象は、塩竈市魚市場で取り扱われる漁船から

陸揚げされるもの及び陸送搬入されるもの全てを対象とする。 

また、当該計画における衛生管理の対象エリアは、塩釜漁港の背後に立地する魚市場の荷さばき

所並びにその前面の陸揚げ岸壁及び泊地、冷凍冷蔵施設とし、水産物の陸揚げから出荷・保蔵まで

の全工程エリアとする。 

 

４）高度衛生管理対象範囲の陸揚げから荷さばきの現況（被災前） 

衛生管理対象の水産物について、次の取扱い形態毎に作業の流れ及び内容の概要を以下に示す。 

衛生管理対象の水産物について、次の取扱い形態毎に作業の流れ及び内容を以下に示す。 

①マグロ延縄、大中型旋網の本マグロ･大型マグロ（マグロ太物一本取扱いタイプ） 

②大中型旋網の小型マグロ･カツオ（マグロ･カツオタンク取扱いタイプ） 

③沿岸もの（刺網など）、近郊陸送もの 

④陸送搬入もの（主に発泡スチロール函の周辺産地品・上物・全国産地品） 

⑤陸送搬入もの （搬入メバチマグロ、遠洋トロール凍結品見本） 
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① マグロ延縄、大中型旋網の本マグロ･大型マグロ（マグロ太物一本取扱いタイプ） 

漁船からトラッククレーンや漁船クレーンにより、シートを敷いた岸壁エプロンに陸揚げされ、選別、

臓物除去、計量を行い、その後、手カギにより人力搬送され、荷さばき所に直置き・陳列される。その際

は、流水により床面洗浄や魚体乾燥の防止を行う。セリや入札による販売が終わると、フォークリフト等

により荷集めされた後、木函や発泡スチロール函等の容器に入れて、岸壁敷で運搬車へ積み込み搬送され

る。 

作

業

フ

ロ

ー

作

業

環

境

・

取

扱

形

態

道路
岸壁敷

陳列場

岸壁敷き

上屋(開放)内作業

搬送

陳列販売

搬送･立替

(一次処理)

荷造り

搬送

運搬車へ積

込み 自社へ

搬送搬出

荷造り

ばら

陸揚げ

ﾏｸﾞﾛ受け･

ｻｲｽﾞ分け

魚体処理

洗浄搬送

荷捌所(ネット囲い)内作業

人力引きずり搬送･床直置き

流水洗浄

場所

取扱

形態

現

状

作

業

空

間

現

状

-7.0ⅿ

ｷｬﾝﾊﾞｽ ｼｰﾄ敷・人力搬送

流水洗浄

積込場通路

岸壁敷き

野天作業

⇒ ⇒

ｽｶｲﾀﾝｸ入･

ｽｹｰﾙ付きＦﾘﾌﾄ搬送

台秤

共同処理場

ｽｶｲﾀﾝｸ入･Ｆﾘﾌﾄ搬送

容器入れ

ﾊﾟﾚｯﾄ積み

荷捌所　陳列・販売場岸壁敷き

ﾊﾟﾚｯﾄ

Ｆﾘﾌﾄ

ｼｮﾍﾞﾙﾘﾌﾄ

ｽｶｲﾀﾝｸ

Ｆﾘﾌﾄ

道路

 水産物の流れ

　　　（搬入）

　　　（搬出）

保冷車

短時間

運搬車

通路

⇒ ⇒

⇒

⇒⇒ ⇒ ⇒計量･

市場荷

受け

⇒

 
② 大中型旋網の小型マグロ･カツオ（マグロ･カツオタンク取扱いタイプ） 

漁船クレーンにより、岸壁敷に陸揚げし、ベルトコンベアにより移送・選別し、スカイタンクに

収容。スケールリフトにより、計量及び荷さばき所への搬送を行い、セリ販売後、フォークリフト

により岸壁敷へ搬送、運搬車へ積み込み、搬出する。 

車路

ｽｶｲﾀﾝｸ入･

ｽｹｰﾙ付Ｆﾘﾌﾄ搬送

ｽｶｲﾀﾝｸ入･

Ｆﾘﾌﾄ搬送

ｽｶｲﾀﾝｸ入

Ｆﾘﾌﾄ搬送

道路

 水産物の流れ

　　　（搬入）

　　　（搬出）

荷捌所　陳列・販売場

短時間

運搬車

作

業

空

間

現

状

-7.0ⅿ

作業

形態

⇒

積込場車路

魚受けﾎｯﾊﾟｰ、ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ搬送

場所

選別･

ﾀﾝｸ入れ

岸壁敷き

搬送･計量･市場荷受け

陳列･販売
搬送･立替え⇒ ⇒

岸壁敷き

野天作業

岸壁敷き

上屋(開放)

内作業

道路

作

業

フ

ロ

ー

作

業

環

境

・

取

扱

形

態

たも網

陸揚げ

魚受け･

搬送

水氷ﾀﾝｸ準備

風体計量

運搬車

へ積込み
搬出⇒ ⇒

荷捌所（ﾈｯﾄ囲い）内作業
岸壁敷き

陳列場
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③ 沿岸もの（刺網など）、近郊陸送もの 

屋根のない岸壁敷で陸揚げ（陸送ものは車輌搬入）し、人力・台車搬送により、荷さばき所内に

搬送される。そこで、台秤計量後、かご容器等による床直置きされ、セリ販売される。なお、活魚

は活魚水槽に収容のまま取り扱われる。その後、買受業者の容器に移され、岸壁敷において運搬車

へ積み込まれ、搬出される。 

作

業

フ

ロ

ー

作

業

環

境

・

取

扱

形

態

人力

陸揚げ

魚受け･

搬送

かご容器・人力・台車搬送、台秤計量、かご容器床置き

場所
荷捌所（ﾈｯﾄ囲い）内作業

岸壁敷き

野天作業

⇒
搬送･容器替え･

立替え

⇒

陸送品

荷降ろし

⇒
計量･市場

荷受け
搬送･陳列･販売

作

業

空

間

現

状

-3.0ⅿ

作業

形態

積込場車路

岸壁敷き

⇒

車路

業者容器

人力作業

道路

 水産物の流れ

　　　（搬入）

　　　（搬出）

運搬車

道路

運搬車へ

積込み
搬出⇒ ⇒

岸壁敷き

陳列場

積込場荷捌所　陳列・販売場

 
④ 陸送搬入もの（主に発泡スチロール函の周辺産地品・上物・全国産地品） 

道路側から場内車輌通路に運搬車が進入し、パレット上に発泡スチロール函等の容器に氷蔵され

た水産物を荷降ろしし、検量・陳列・販売する。その後買受業者により、運搬車へ搬送・積み込み

され、搬出される。 

作業

形態

道路

作

業

フ

ロ

ー

作

業

環

境

・

取

扱

形

態

搬入
荷降ろし

搬送
搬出⇒

場所

岸壁敷き

積込場

⇒
検量･市場

荷受け

荷降場

陳列・販売所荷捌所

作

業

空

間

現

状

-3.0ⅿ

⇒

車路 道路

 水産物の流れ

　　　（搬入）

　　　（搬出）

短時間

運搬車

搬送･陳列･販売
搬送・立替え

運搬車へ積込み

荷捌所（ﾈｯﾄ囲い部・陸側通路）内作業

陳列・販売場内に車両が進入、ﾊﾟﾚｯﾄに発泡容器積載陳列
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⑤ 陸送搬入もの (搬入メバチマグロ、遠洋トロール凍結品見本) 

道路側から場内車輌通路に運搬車が進入し、フォークリフトにより荷降ろし・運搬される。木函

氷蔵された搬入メバチマグロは床置き、遠洋トロール凍結品はパレット上に露出陳列。セリや入札

販売後、買受業者により、運搬車へ搬送・積み込みされ、搬出される。 

荷降場

⇒

場所

岸壁敷き

積込場

⇒

作

業

フ

ロ

ー

作

業

環

境

・

取

扱

形

態

搬入
荷降ろし

搬送

作

業

空

間

現

状

-3.0ⅿ

作業

形態

⇒

車路 道路

 水産物の流れ

　　　（搬入）

　　　（搬出）

短時間

運搬車

荷の積み降ろし・運搬はＦﾘﾌﾄ使用

搬入メバチは梱包容器床置き、凍結品は露出ﾊﾟﾚｯﾄ載せ陳列

荷解き・検量・市場荷受け

陳列・販売、荷造り
搬送・運搬車へ積込み

荷捌所(開放)

(陸側通路)

荷捌所(開放)

(陸側通路)
荷捌所(ﾈｯﾄ囲い)内作業

⇒

陳列・販売所荷捌所

道路

搬出
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問題点  

既存施設における、陸揚げから荷さばき、出荷までの各工程における衛生管理上の懸念及び体制に

関する問題点は以下のとおり。 

〈一般事項〉 

・荷さばき施設の老朽化（平成29年に整備完了により解決済み） 

・東日本大震災による地盤沈下及び施設の損傷（平成29年に整備完了により解決済み） 

・取扱量と施設規模の不整合による維持管理費の負担増 

（平成29年に整備完了により解決済み） 

〈陸揚げ作業の環境について〉 

・動線設定はしているものの、陸揚げ用のクレーン車輌や搬出及び陸送搬入用車輌は、岸壁エプロンに

直接進入しており、タイヤ付着物による異物の混入や排気ガス等による交差汚染が懸念される。 

（平成29年に整備完了により解決済み） 

・一部の陸揚げ岸壁には屋根がなく、異物混入防止や日射防止が必要である。 

（平成29年に整備完了により解決済み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

     荷さばき施設 

        岸壁上屋 

(搬入時)水産物動線 

(搬出時)水産物動線 

車輛の動線 

             （震災前の水産物、車輛の動線概要図） 

〈荷さばき作業の環境について〉 

・流水により清潔保持に努めているものの、マグロの床直置きや人力による引きずり搬送が行わ

れており、異物付着等の懸念がある。 

・陸上搬入品については、陳列・販売場内に運搬車輌が進入しており、タイヤ付着物による異物混入

や排気ガス等による汚染が懸念される。（平成29年に荷さばき所とあわせて搬出用プラットフォー

ム整備により解決済み） 

・荷さばき施設全体の老朽化による異物混入の可能性や雨漏り等により、衛生管理ができていな

い状況。（平成29年に整備完了により解決済み） 

・現状の荷さばき施設は開放型であり、防風・防塵対策が必要。 

（平成29年に整備完了により解決済み） 
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〈積込･搬出について〉 

・震災により、不陸が発生し、水溜まりが生じているため不衛生。 

（平成29年に整備完了により解決済み） 

・積込･搬出は岸壁エプロンを使用しており、現状の上屋には道路側の屋根がない。また、陸送搬入

品については、荷降ろし及び積み込み場に屋根がなく、搬出入時の日射防止や鳥類の糞尿等の異物混入

対策が必要。（平成29年に荷さばき所とあわせて積込･搬出場所整備により解決済み） 

・「サバ・イワシ」の水産加工の原材料や海外輸出向けの冷凍製品としての需要が高まっている。しかし、

「サバ・イワシ」といった鮮度劣化の早い魚種を加工原料や輸出向けの冷凍製品として取り扱うために

は、鮮度を確保し高品質な冷凍処理を施さねばならないので、水揚げから運搬、さらに凍結処理に至る

まで一貫した衛生管理体制の構築と冷凍冷蔵施設を整備する必要がある。 

 

〈記録の保持と情報提供への体制〉 

・これまで定期的な点検等の取り組みは実施されていたものの、一部不十分であったり、管理の徹底及

び情報提供に関する体制は未確立である。 
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対応方針  

塩釜漁港の岸壁・荷さばき所の復旧・復興にあたっては、現状の上記の問題点を踏まえ、水産物の陸揚

げから出荷までの高度衛生管理に対応するものとし、現状及び将来予測される取扱量に見合う適正規模

の施設として再構築する。 

１．岸壁と荷さばき所及び冷凍冷蔵施設の一体的な整備と衛生管理体制の構築 

・漁獲物の陸揚げから出荷までの一連の衛生管理が可能となるよう岸壁と荷さばき所を一体的に構

成、整備を行ったことから魚市場高度衛生エリア部分についてのハード整備は完了した。このこ

とから衛生管理手順の作成と管理及び記録といったソフト整備を実施していく。 

・サバ等の青物魚種の取扱いについて、冷凍冷蔵施設を新設することにより、陸揚げから冷凍冷蔵

庫への出荷・保蔵まで一連の作業を衛生管理下で行えるよう整備していく。 

２．車輌・人・水産物の動線の明確化及び入場管理 

・陸揚げから出荷までの水産物の流れは原則一方向化し、車輌等の交差汚染を防止する。 

・｢陸揚げ｣ ｢選別｣ ｢陳列･販売｣ ｢立替｣ ｢出荷｣ 等のエリアを明確化し、取り扱い形態 

が異なるタイプ毎に水産物の動線を再度設定し、適切な施設配置と適切な動線設定、 

人・車輛の入場管理を行う。 

漁港背後

運 運
搬 搬
車 車

囲壁による閉鎖管理エリア

搬入・荷捌き、出荷時仕立て直し作業エリア

陸揚げ作業エリア　　小型漁船2ﾊﾞｰｽ、マグロ延縄船4ﾊﾞｰｽ、沖合底曳網船2ﾊﾞｰｽ、大中型旋網船2ﾊﾞｰｽ

サ
バ
旋
網
船
陸
揚
げ
エ
リ
ア

サバ
積込･
出荷
エリア

選別・一次処理・計量（荷受け）作業エリア

出荷時 積込み作業エリア　　出荷運搬車　約130台
兼 陸送搬入荷降ろし作業エリア　搬入運搬車　20～30台

沿岸もの
陳列･ｾﾘ場

盛漁期0.3㌧/日

活魚
730㎡

1.0㌧/日

陸送搬入品
陳列・セリ場

1480㎡
27㌧/日

マグロ延縄（太物一本扱い）
荷捌・陳列・販売場　7860㎡

85㌧/日
大中型旋網、大目流し網、鰹一本釣りもの

沖合底曳網もの

EUHACCP対応冷凍冷蔵施設
凍結設備　72㌧

保管冷蔵庫　8,200㌧

陸送大量処理
型荷捌棟

遠洋底曳網
凍結品 2150㎡

153㌧/日

建
屋
範
囲

＜サバ等の運搬作業における衛生管理＞
サバ等を1㌧ﾀﾝｸに積込み、飛来物等の混
入を防ぐため箱型荷台付トラックにて運
搬し、冷凍施設の原料保管庫に直接搬入
する。(運搬時間3分・距離1km)

入場制限ｴﾘｱ

魚市場高度衛生管理エリア

冷凍冷蔵施設の衛生管理エリア

 

・陸揚げに必要なクレーン車輌の進入が必要な場合は、タイヤ洗浄等外部からの汚染排除及び
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使用後の岸壁敷の洗浄を徹底する。また、場内のフォークリフト等の運搬車について、電動

フォークリフトの導入など排気ガスによる汚染防止を行う。 

・荷さばき所内は市場関係者以外の立ち入りを禁止し、入場者の清潔保持（手洗、長靴洗浄等） を

徹底する。なお、必要に応じて、一般来訪者のために、水産物取扱い区画とは分離した見学通路

等を設ける。  

 

３．水産物の温度管理及び衛生的な取扱いの徹底 

水産物の陸揚げ及び陸上搬入後、出荷までの間の温度管理を徹底する。なお、現状での施氷及び

流水による温度管理の他、必要に応じて低温室を使用する。 

また、水産物の床面直置き及び引きずり運搬は禁止又は床面の抗菌処理等による床面からの汚染を

防止し、さらに衛生的なパレット、選別台や台車等の使用を徹底する。 

青物魚種「サバ」の取扱いについては、漁獲期は冬季（11月～3月）であるが、陸揚げ後、

速やかに屋根付き運搬トラックにて冷凍冷蔵施設へ搬送し、凍結処理と保蔵を施す。 

 

４．水の適切な利用 

衛生管理エリアで利用する水は、これまで同様に利用目的に合わせて上水及び紫外線殺菌した清

浄海水を使用する（詳細は後述水の給水計画に記載）。また、定期的に水質調査及び殺菌施設

の定期点検を実施する。加えて、必要に応じて、夏季の海水の高水温時においても、水による適切な

温度管理ができるよう海水冷却装置等も導入する。 

 

５．排水の適切な処理 

岸壁及び荷さばき所において、洗浄等で使用した海水は、これまで同様に岸壁敷を逆勾配にして、

排水溝に集めた上で、一次処理槽に集水し、ポンプにより下水道に排出する。（詳細は後述の排水処

理システム計画に記載）ただし、再構築するにあたり、処理費用等を考慮した上でより適切な排水

方法も検討する。 

 

６．廃棄物の適切な処理 

岸壁及び荷さばき所で発生する廃棄物は、水産物を取り扱う区域とは分離した配置とし、

鳥・猫等との接触を防ぐ保管場所とする。 

 

７．衛生管理に関する情報の管理と提供体制の確立 

陸揚げ（搬入）から出荷・保蔵までのそれぞれの衛生管理に関する取り組み、検査等の結果は

適切に記録・保管することとし、必要に応じて、それらの情報を提供できる体制を確立する。 

 

８．その他 

実際の取り組みにあたって、維持管理費の面等において、生産者及び市場関係者にとって過度な

負担とならないよう配慮する。 
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高度衛生管理を実現するための体制の構築  

・衛生管理の取組を継続的に推進していくための組織・体制の構築 

卸売機関と塩竈市を中心に、「塩釜魚市場衛生管理推進協議会」（生産者、卸売業者、買受人、消費者

の代表、行政関係者等により構成された魚市場運営に関する協議機関）を設立し、その中に、事務局と

して日常の衛生管理活動の実施主体となる仮称「品質管理部」等を設置し、実効力のある管理体制を構

築する。 

 

推進体制を確立するための要点 

１．組織体制 

（1） 協議会の設置 

①協議会の名称 ②協議会のメンバー ③協議会の規約 ④協議会の開催頻度 

（2） 出席の確認と議事録の保管 

①出席者の確認 ②議事録の保管 

２．衛生品質管理体制 

（1） 管理内容ごとの責任者の選任 

①総合管理 ②施設管理 ③入場規制・危害管理 ④温度管理 

⑤使用水・汚水管理 ⑥健康管理 ⑦衛生訓練 等 

（2） 衛生品質管理要領（マニュアル） 

①マニュアルの作成 ②マニュアルの更新 ③チェックシートの管理・公開 
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５ 高度衛生管理を推進するための施設整備の内容 

該当する事業名 事業主体 施設名 計画数量 予定年度 備

考 

水産基盤整備事業 塩竈市 荷さばき所 

荷さばき所用地 

岸壁（改良） 

一式 

17,500 ㎡ 

420ｍ 

H24～H27 屋根 

宮城県 臨港道路 12,000 ㎡ H24～H27  

塩釜魚市場水産

加工業協同組合 

冷凍冷蔵施設 一式 R01  

◆事業実施にあたっては、岸壁等の災害復旧事業と連携して、嵩上げ高さ、整備スケジュール等の調整

を行う。 

◆施設設計にあたっては、地震等の想定される外力に対し所要の安定性を確保する。（岸壁について

は、災害復旧事業により現行の設計基準に基づいた整備を行う） 

◆施設規模については、漁獲物の取扱量を考慮し、高度な衛生管理を行う上で必要な、適切な規模とす

る。 

◆荷さばき所の整備にあたっては、必要に応じて、清浄な海水の取水・排水施設、水産物の保管に適した

温度調整が可能な機能、高度衛生管理外から荷さばき所及び陸揚げ岸壁への人・車の出入場の際の洗浄

施設、放射能等の検査室、水産物の計測・計量施設、取水した海水の冷却装置等を導入する。 

 

６ 高度衛生管理対策の推進により見込まれる効果 

当該基本計画に基づき、高度衛生管理対策を推進することにより、生産・流通の拠点とし

て、多くの水産物を取扱う塩釜漁港においては、近年の安全で安心な水産物を求める消費者

ニーズに対応することが可能となり、さらには、取り扱う水産物の付加価値化、ブランド化

や魚価の安定及び新たな販路開拓に寄与することが期待される。また、「塩竈ブランド」と

してのPRを合わせて行うことにより、仙台や観光地松島等からの更なる集客も期待でき、周

辺の加工業等も含めた地域の活性化が図られる。 

岸壁、荷さばき所及び冷凍冷蔵施設を一体的に整備することにより、陸揚げから出荷・保蔵ま

での一連の高度衛生管理体制が構築され、漁獲物の品質・衛生管理の強化を図り、漁獲物の付加

価値が向上する。 
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７ 基本計画の着実な推進に係る事項 

平成23年度に策定された塩竈市の「第5次長期総合計画 (H23年～H32)」では、目指す都市像

として『おいしさと笑顔がつどうみなとまち塩竈』を掲げ、その中で、「活力ある産業のまちづくり」

のため「魚市場の活性化」が主要施策の一つとして位置づけられているところ。さらに、当該計画の

指標の１つを魚市場水揚げ金額とし、老朽化した魚市場機能の高度化や、付加価値の高いブランド

化事業などを促進し、年間120億円の水揚金額を目指している。 

また、東日本大震災後に策定された「塩竈市震災復興計画」においては、産業・経済の復興を推進

するための方向性として、魚市場については、高度衛生管理を含めて将来を見据えた施設への建替を

推進していくことを示している。 

これらの計画の推進においては、当該漁港の高度な衛生管理対策への取組が求められている 

 

８ その他  

１）高度衛生管理施設の整備に要する想定事業費 16,300百万円  

２）施設整備年次計画  

施設を利用しながら、既存施設の解体・撤去、岸壁の復旧工事、荷さばき所・冷凍冷蔵施設の新

設を段階的に実施していく。 

 

 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 

① 荷さばき所         

  測量・調査・設計         

  解体・撤去         

  建設         

② 冷凍冷蔵施設         
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３）高度衛生管理施設整備位置図（整備イメージ） 

  ①塩竈市魚市場荷さばき所（平成29年10月整備完了） 

  （平面図） 

 
  （断面図） 
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②冷凍冷蔵施設 

  （平面図） 

 

   

                水産物の動線（搬入時） 

                水産物の動線（保蔵時） 

                               水産物の動線（出荷時） 

 

 

（断面図） 

           

原料保管ｽﾍﾟｰｽ 

選別ｽﾍﾟｰｽ 

凍結ｽﾍﾟｰｽ 

保管ｽﾍﾟｰｽ 
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 ４）塩竈市魚市場荷さばき所の取水・排水計画 

【取水及び水・氷供給計画】 

① 水・氷供給の全体像 

  水は、市場職員・漁業者・陸上作業従事者・買受業者の使用する一般雑用水と製氷・貯氷

施設用水は上水を使用することとし、その他の市場での使用水は、海水を殺菌した清浄海水

とする。 

  氷は、隣接用地に製氷・貯氷施設を活用し、新魚市場には運搬車で搬送し、氷補給口から

氷ダクトで、場内に給氷する。 

（水・氷の使用分野と概算規模） 

水使用分野 使用対象  

上水 一般雑用水 水揚げ従事者 4㎥/日 

  市場職員・荷捌作業従事者 3㎥/日 

  買受業従事作業員等492人 10㎥/日 

 漁船用給水  80㎥/日 

 合計  97㎥/日 

清浄海水 活魚用水 活魚100kg/日、水槽水5㎥を1回転 5㎥/日 

 岸壁敷上屋外洗浄用水 A=10,300㎥-3,250㎥＝7,050㎥ 71㎥/日 

 岸壁敷上屋内洗浄用水 A= 3,250㎥ 65㎥/日 

 市場本屋(主棟)内床洗浄用水 A=10,880㎥ 163㎥/日 

 市場本屋(大量処理棟)内床洗浄用水 A= 2,500㎥ 38㎥/日 

 市場内機材等洗浄用水 本屋床洗浄水の10%として計上 20㎥/日 

 搬出作業上屋床洗浄用水 A= 1,670㎥ 25㎥/日 

 積込み停車スペース路面洗浄用水 A= 1,670㎥ 17㎥/日 

 合計  403㎥/日 

（需要期の氷使用量試算） 

水産物取扱い1ﾄﾝ当たり氷使用量 0.2 ﾄﾝ   

需要期(7～8月)合計水揚げ量 3,416 ﾄﾝ   

盛漁期(6～7月)上位10日水揚げ比率 30％    983.7 ﾄﾝ ÷ 3,299 ﾄﾝ ＝ 30％ 

需要期の日平均取扱量 102 ﾄﾝ  3,416 ﾄﾝ ×  30% ÷ 10日 

需要期の日平均氷使用量 20.4 ﾄﾝ  102 ﾄﾝ ×  0.2 ﾄﾝ/ﾄﾝ 

計画給水(貯氷)能力 31 ﾄﾝ  20.4 ﾄﾝ × 150％ 

 

② 上水供給の考え方 

  上水は、背後地区の水道管のうち、漁港に近いφ200mm管から、臨港道路埋設のφ150mm管

を介し、新魚市場各施設に給水する。 

（新魚市場における上水供給フロー図） 

上水道φ250mm管―上水道φ200mm管―臨港道路埋設φ150mm管→新魚市場 

 

③ 清浄海水供給の流れ 

  海水は、魚市場内の既存取水井戸を活用し、取水･導水し、ろ過･殺菌の上、貯水槽から配

水する。給水栓は、天井からの巻き上げ方式とし、ホースが床を這うことがないようにす

る。 
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【排水処理計画】 

① 使用済み一般雑用水の処理 

  漁業者、市場作業員、買受業者などの市場従事者や来訪者が使用する雑用水の使用済み排

水及びし尿は、下水道に接続し、排出する。 

② 使用済み殺菌海水の処理 

  市場で使用した殺菌海水の使用済み水は、岸壁敷の排水路を介して一次処理槽に集水し、

ポンプで下水道に排出する。 

③ 雨水の処理 

  雨水は、岸壁敷への降雨は、岸壁洗浄排水等と同様に、岸壁敷排水路を介して一次処理槽

に集水し、ポンプで下水道に排出する。 

  その他の降雨は、道路側側溝等を介して、海へ排出する。 

（排水処理システムの基本的な考え方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●排水計画系統図 

        

 




